
こ のマーク は視覚に障害のある 人などが使う 音声

コ ード です。右側の切れ込みでその位置を示していま

す。専用の読み上げ装置やスマートフォンアプリ など

で読み取ると 音声で内容を確認できます。

港区

企業と人権
明るい職場づく り のために

令和8（ 2 0 2 6 ）年3 月令和8（ 2 0 2 6 ）年3 月



　 私たちは日常の中で、仕事をし ていると きや通勤電車の中など、多く の人と 関わ

り を持っています。意識するかし ないかは別とし て様々な人々と 出会っています。

　 一人ひと り の考え方や行動が千差万別であると いう こ と を私たちは知っ てい

ますし 、 その考えの違いから 傷ついたり 、 傷つけたり する こ と がある こ と も

知っ ています。 また、 「 相手の痛みを自分の痛みと 感じ 取るこ と 」 が互いを認

め合う 糸口と なるこ と にも 、 気が付き 始めています。 複雑に絡み合う 現代社会

では、 互いに気持ち よ く のびのびと 生活し ていく ための基盤と し て、 互いの

「 人権」 を大切にするこ と が求めら れているのです。

　 私たちの周り には、 子ども 、 高齢者、 障害者、 被差別部落（ 同和地区） 出身

者、 外国人、 ハンセン病（ 元） 患者、 HIV感染者、 性的マイノ リ ティ の人々など

様々な人たちが暮ら し ています。 そし て、 それは見た目だけで判断でき るも の

ではあり ません。

　 一人ひと り の人権が尊重さ れ、 全ての人が平等に大切にさ れる社会を実現さ

せるためには、 日常の中で、 自分の行動や行為、 言葉が人を傷つけていないか

どう か、 偏見や固定観念から 誤っ た見方をし ていないかどう かを常に意識し 問

い直す力や習慣をつけるこ と が、 必要なのではないでし ょ う か。

　 日本では、 平成28年に人権にかかわる３ つの法律が施行さ れまし た。 全ての国民が障害

の有無によっ て分け隔てら れるこ と なく 、 相互に人格と 個性を 尊重し 合いながら 共生する

社会の実現を めざす「 障害者差別解消法（ 平成28 年４ 月１ 日施行） 」 、 日本に住む日本以

外の出身者や子孫に対する差別意識を 助長・ 誘発し 、 地域社会から 排斥するこ と を 扇動す

るよう な言動の解消をめざす「 ヘイト スピーチ解消法（ 平成28年６ 月３ 日施行） 」 、 現在も

なお部落差別が存在し 、 情報化の進展に伴っ てその状況に変化が生じ ているこ と を 踏まえ

た上で「 部落差別は許さ れないも の」 と いう 認識のも と 、 部落差別のない社会の実現を め

ざす「 部落差別解消推進法（ 平成28年12月16日施行） 」 です。

　 また、 アイ ヌ 施策の推進及びアイ ヌ であるこ と を 理由と し た差別や権利利益の侵害の禁

止を 基本理念に掲げ、 アイ ヌ の人々が民族と し ての誇り を 持っ て生活

ができ る 社会の実現を めざ す「 アイ ヌ 施策推進法」 が令和元年5 月2 4

日に施行さ れまし た。

　 港区で は、 港区基本構想の理念の第一に「 人間性の尊重」 を 掲げ、

平和と 人権を 守り 、 誰も が人と し て尊ばれ、 かつ平等に生活でき る 港

区をめざし て、 様々な取組を 行っ ています。

日常に人権の視点を
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企業向け人権啓発資料一覧（ 抜粋）

心のバリアフリ ー

～わたしの友だち～

（ 港区、心のバリアフリ ー推進事業映像）

おーい！

（ 港区、目黒区、品川区、大田区）

多様性を尊重した職場の

コミ ュニケーショ ンと 人権Ⅰ

～ハラスメ ント を生まないために～

いま、職場では多様な人間関係の中で、ちょ っ

とし たコミ ュニケーショ ンのずれから 様々なハ

ラスメ ント が発生する可能性が。そのことを防

止するためにはより 良いコミ ュニケーショ ンが

重要になる。どこの職場でも 起こり そう なテー

マを 題材に多様性を尊重し た職場づく りと は

何かを考えさせる2 本立てのド ラマ教材。

※解説書・ ワークシート・ ド ラマシナリオ付

東京で実際に起きた部落差別を取り 上げ、調

査がいかに人を傷つけるのか、無知・ 無関心が

なぜ差別につながるのかなど、二人の幼なじみ

の友情を交えながら描いたド ラマ。

障害の中でも 特に周囲に気づかれにく い障害

（ 精神障害、知的障害）のある人たちの、仕事や

趣味活動といった日々の生活の様子に触れる。

人との触れ合いを通して孤独な状況から自信・

存在意義を取り 戻す過程や、人とのつながりの

大切さ 、ありがたさを伝える。

4 5 分

1997年

2 6 分

2013年

2 5 分

2015年

DVD

DVD

DVD

時間
制作年資料名称 内　 　 　 容 種別

多様性を尊重した職場の

コミ ュニケーショ ンと 人権Ⅱ

～ハラスメ ント を生まないために～

外国人社員、障害のある社員等職場の多様化

が進む中、相手の多様性を 尊重するコミ ュニ

ケーショ ンが必要と なる。職場の多様化から

発生する人権課題と 解決のヒント をわかり や

すく 描く 3 部構成のド ラマ教材。  

※解説書・ ワークシート・ ド ラマシナリオ付

2 5 分

2015年
DVD



人権啓発は企業に

どんな力をもたらすのか

“尊重する”から始めよう

～公正採用選考の基本を学ぶ～

公正な採用選考の基本的な考え方と、その原点

である同和問題について学ぶ。また、LGBTや国

籍を例に、応募者に広く 門戸を開く こと につい

ても 事例を紹介し 、人権尊重のこころを学ぶ。

※解説書・ チェックシート 付

ハラスメント 、障害者・ 外国人、LGBT、ワーク・ラ

イフ・ バランス等についてド ラマ形式で紹介し 、

人権の視点を取り 入れて働く ことが企業にどん

な力をもたらすのか考えさせる。

※解説書・ チェックシート 付

2 5 分

2017年

2 9 分

2017年

DVD

DVD

よかったら想いを聴かせて

～自分も相手も大切にするために～

「 ハラスメ ント 」をはじ めとし た職場における６

つの人権テーマを 切り 口に、相手の想いを聴

く こと・ 自分の想いを伝えること・ お互いを受け

止め合う こと の大切さ を登場人物たちと 共に

考えていく 。

2 9 分

20 22年
DVD

時間
制作年

資料名称 内　 　 　 容 種別

今企業に求められる

「 ビジネスと 人権」への対応

法務省人権擁護局と 公益財団法人人権教育

啓発推進センタ ーが製作した「 ビジネスと 人権

に関する調査研究」報告書に基づき 、企業が

「 ビジネスと 人権」に関する取組を進めるに当

たり 、参考となる情報をド ラマやＣＧ 、ナビゲー

タ ーによる解説などで分かりやすく 紹介する。

ロング

バージョ ン

35 分、
ショ ート

バージョ ン

13 分

20 22年

DVD

【 総務・ 人事・ 研修担当者の方へ】

この啓発冊子「 企業と 人権」を、企業内研修のテキスト・ 副読本として活用しませんか。本冊子の編集・ 発行元に希
望冊数を御連絡いただければ、着払いでお送りします。また、企業研修用DVDの貸出しを行っています。貸出し に
ついては、電話にてお問い合わせく ださい。

（ 貸出資料の一覧等詳細は区ホームページを参照 https：//www.city.minato.tokyo.jp/jinken/kurashi/hewa/jinken/soncho/video.html）



　 「 すべて国民は、 法の下に平等であつて、 人種、 信条、 性別、 社会的身分又は

門地によ り 、 政治的、 経済的又は社会的関係において、 差別さ れない」 と 日本国

憲法第14条は基本的人権の尊重の理念を明確に規定し ています。

　 し かし 、 今なお、 部落差別を はじ め、 女性、 高齢者、 障害者、 外国人、 HIV 感

染者、 ハン セン病（ 元） 患者、 性的マイ ノ リ ティ の方などに対する差別は社会や

職場で後を絶たず、 様々な形で人権侵害が生じ ています。

　 思い込みや偏見は、 差別意識と なっ て心の奥に潜み、 様々な場面でその姿を 現

し 、 他人を 傷つけます。 だから こ そ、 基本的人権の尊重を 実現するために、 お互

いの人権を 認め合い「 差別をし ない、 さ せない、 許さ ない」 こ と が、 ますます私

たち一人ひと り に求めら れるのです。

1 人権を守るために

1



　 言葉は、 互いの意思の伝達が不可欠な人間社会の道具のひと つです。 日本国憲

法は表現の自由を 保障し 、 自由な議論と 表現は社会を 進展さ せてき まし た。 その

一方で、 言葉は、 差別の手段と し て使われる面を持ち合わせています。

　 差別的な言葉の問題点は、 「 特定の語句や言いまわし を 使う こ と 」 にある と 思

われがち です。 し かし 、 差別用語と さ れる 特定の言葉を 使わなかっ たり 、 言い換

えたり すればそれで良いのでし ょ う か。 心に差別意識があれば真の問題解決には

なり ません。

　 言葉を 使う と き は、 受け取る 相手の側に立っ て考える こ と が大切です。 普段何

気なく 使っ ている 言葉が、 相手の心を 傷つけたり 、 周囲に偏見を 与えたり する こ

と になっ ていないかを、 常に考える習慣を身につけたいも のです。

　 こ れまで、 区内の公園やト イ レ 等で、 差別的な内容を 書いた落書き がたびたび

見つかっ ています。 私たち はそれを見過ごし ていないでし ょ う か。 見たままで何

も し ないこ と は、 差別を 認めているのと 同じ で、 知ら ないう ち に加担し ている こ

と になる のです。 一人ひと り が身近にある 「 言葉によ る 差別」 に気づき 、 なく し

ていく 努力をする必要があり ます。

区内で差別落書きなどを見かけた場合は、本冊子の編集・発行元へご連絡く ださい。

2 言葉と 差別

2
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　 私たち は生計を 立てる ための手段と し て様々な仕事に就いています。 そし て、

仕事を通し て社会に必要と さ れていると 実感でき るこ と が多く あり ます。 私たち

一人ひと り は、 企業や社会で大切な役割を担っ ているのです。

　 私たち は職業に対し ていろ いろ なイ メ ージを 持っ ていま す。 さ ら にはそのイ

メ ージを も と に仕事の価値を評価し たり 、 就いている 職業で人を 判断する こ と が

あり ます。 と こ ろ が、 それが先入観や固定観念である 場合、 結果と し てその職業

や従事する 人たち に偏見を 持つこ と になり ます。 例えば、 正社員と 同じ 仕事を し

ている 派遣社員･パート タ イ マーに対し 、 雇用形態の違いだけで見方を 変えてい

ないでし ょ う か。 　 　

　 「 職業に貴賎なし 」 と いう 言葉には、 どの仕事も かけがえのないも のであり 、

従事する 人の人権を 尊重すべき と いう 意味があり ます。 「 自分に関係のない職業

のこ と は知ら ない」 ではなく 、 私たち一人ひと り が様々な機会を と ら えて差別に

つながる偏見の解消に努める必要があり ます。

き  せん

3 職業による差別

3



  日本国憲法は基本的人権の尊重を基本理念と し 、 性別による差別をはじ め一切の差別

を禁止し 、 すべて国民は「 法の下に平等」 であり 、 基本的人権は「 侵すこ と のできない

永久の権利」 と し て保障し ています。

  し かし 、 共働き世帯が年々増加し ている現在においても 、 例えば同じ 家事労働をし て

も 男性は高く 評価さ れ、 女性は当たり 前と さ れるなど、 性別による固定的な役割分担意

識が男女平等参画推進の妨げと なるこ と があり ます。

 企業においても 、 補助的な仕事を女性に割り 当てたり 、 こ の仕事は女性には無理だと

決めつけたり し ていないでし ょ う か。

  21世紀の日本がめざす男女平等参画社会は、 性別にかかわらず、 その個性と 能力を十

分に発揮できる社会です。 その実現のため、 平成11年（ 1999年） に男女共同参画社会

基本法が制定さ れ、 港区では、 平成16年（ 2004年） 4月1日に港区男女平等参画条例を

施行し まし た。 条例では、 区の責務、 区民の責務と と も に、 事業者の責務と し て「 事業

者は、 基本理念にのっと り 、 男女平等参画社会について理解を深め、 その事業活動に関

し 、 男女平等参画を推進するよう 努めなければならない」 と 規定し ています。

　 また、 妊娠、 出産、 育児期や家族の介護が必要な時期に、 男女がと も に離職するこ と

なく 働き 続けら れるよう 、 男女雇用機会均等法、 育児・ 介護休業法が平成29年（ 2017

年） 1月1日に改正さ れ、 企業には、 妊娠・ 出産等に関するハラ スメ ント を防止する措置

が義務化さ れまし た。

  社会的存在と し ての企業における男女平等参画の推進は、 家庭

や地域社会に大きな影響を及ぼすも のです。 だれも が仕事と 家庭

や地域社会と のバラ ン スを と り ながら 生活でき るよう にする た

め、 企業の積極的な取組はますます重要なも のと なっています。

4 男女平等参画社会を目指し て
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　 働く 人が性別により 差別さ れるこ と なく その能力を十分に発揮でき る 雇用環境

を整備するこ と は、 我が国にと っ て重要な課題です。 こ のため、 男女雇用機会均等

法では、 募集・ 採用、 配置・ 昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由と

する差別（ 間接差別※を含む） の禁止や婚姻、 妊娠・ 出産等を理由と する不利益取

扱いの禁止等が定めら れています。 平成27年（ 2015年） ９ 月４ 日には、 企業にお

いて女性がその個性と 能力を 十分に発揮し 活躍でき るよう にするために、 女性の

職業生活における活躍の推進に関する 法律が施行さ れまし た。 また、 港区男女平

等参画条例（ 第７ 条） においては「 何人も 、 家庭、 学校、 職場、 地域等において、

性別、性的指向又は性自認による差別的取扱いをし てはならない」 と 規定し ています。

　 し かし 、 法律や制度が整っ ても 、 女性はパート タ イ マー、 契約社員、 派遣労働者

など、 正規社員より も 賃金が低く 雇用が不安定な非正規社員が多く 、 現実には男

女格差が存在し ます。 その背景には、 家庭における 家事･育児･介護の役割を 女性

が担う 場合が多く 、 正規社員と し て働く こ と が難し い状況があり ます。 生活をする

上での役割は、 性別により 分担するも のではあり ません。 企業や社員一人ひと り

が、 男女がと も に役割を分かち合える風土作り に向けて取り 組むこ と が必要です。

※外見上は性中立的な要件でも 省令で定める一定の要件について、業務遂行

上の必要など合理性のない場合は間接差別として禁止さ れています（ 例え

ば募集・ 採用で一定の身長・ 体重または体力を要件とすること ）。

5 性による差別
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　 「 Ｓ ＯＧＩ Ｅ（ ソ ジー、 ソ ギー） 」 と いう 言葉を知っ ていますか。 どの性を好きに

なるか、 なら ないかを表す「 Sexua l Orienta tion（ 性的指向） 」 、 自分の性別をどの

よう に認識し ているかを表す「 Gender Identity（ 性自認） 」 、外面に表れる性別につい

ての自己表現を表す「 Gender Expression（ 性別表現） 」 の頭文字をとった言葉で、全

ての人が持っている性別に関する属性を 表す概念のこ と をいいます。「 SOG I（ ソ

ジ・ ソ ギ） 」 のみで使われるこ と も あり ます。

　 世間では、「 好きになる人は異性である」 「 生まれ持っ た身体の性別と 自分の認

識する性別は同じ である」 と いう 人が多く いますが、 そう でない人も います。

　 性のあり 方にかかわら ず全ての人の人権が尊重さ れる社会を実現するため、 企業

においても 様々な取組が進めら れています。 例えば、 社内研修の実施や専門の相談

窓口の設置、 社内規定に「 性的指向、 性自認による差別をし ない」 こ と を明文化す

るこ と 、 性別を問わず使用できるト イレ・ 更衣室の整備、 同性パート ナーがいる社

員への福利厚生の配慮などが挙げら れます。

　 港区では、港区男女平等参画条例を改正（ 令和２ 年４ 月１ 日施行） し 、性的指向又

は性自認にかかわら ず、誰もが人生を共にし たい人と 家族と し て暮ら すこと を尊重す

るための「 みなと マリ アージュ制度」 を設けると と もに、性的指

向、性自認に関する規定を整備し まし た（ 東京都では、令和4年

11月から「 パート ナーシッ プ宣誓制度」 を開始） 。 企業や社員

一人ひと り が性の多様性への理解を深め、 互いに尊重し 合っ て

働く こ と ができるよう 取り 組んでいく こ と が求めら れています。

6 様々な性のあり 方を尊重するために
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●性的指向（ Sex ua l  Or ien ta tion）

　 性的指向と は、 人の恋愛・ 性愛の対象がどう いう 方向に向かう かを示す概念です。

　 「 好きになる人は異性である」 と いう 人が多く いますが、 女性が女性を好きにな

る「 レズビアン」 、 男性が男性を好きになる「 ゲイ」 、 異性も 同性も 好きになる「 バ

イ セク シュ アル」 などの人がいます（ いわゆる「 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 」 のう ち、 Ｌ ・ Ｇ・ Ｂ を指

す） 。 他にも 、 他人に恋愛感情や性的欲求を抱かない「 アセク シュアル」 や、 性別に

かかわら ず全ての人を好きになる「 パンセク シュ アル」 など、 様々なあり 方が存在

し ます。

　 性的指向は、 自分の意思で変えたり 選んだり できるも のではないと 言われていま

すが、 こ れら の人々は、 少数であるがために興味本位で見ら れるこ と や、 場合に

よっては職場を追われるこ と さ えあり ます。

　

●性自認（ Gender  Iden ti ty ）

　 性自認と は、 自分の性別をどのよう に認識し ているかを示す概念です。

　 多く の人は、 生まれた時に割り 当てら れた性別（ 身体の性） と 、 自認する性別（ 心

の性） が一致し ていますが、 こ れら の性別が一致せずに自ら の性別への違和感を持

つ「 ト ラ ン スジェ ン ダー」 の人々がいます（ いわゆる「 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 」 のう ち、 Ｔ を 指

す） 。 また、ト ラ ンスジェ ンダーの人のう ち、「 性同一性障害（ 身体と 心の性を一致

さ せたいと 望む人に対する医学的な診断名） 」 と いう 診断を受けた人々も います。

　 他にも 、 性自認が男女どちらでも ない、 男女どちら でも ある、 男女の中間（ 中性） 、

性別が無い（ 無性） 、 決めら れない、 男女の枠で決めたく ない、 定まら ないなどの状

態である「 Ｘ ジェ ンダー」 の人や、 性自認・ 性的指向が定まら ない、 迷っているなど

の状態である「 ク エスチョ ニング」 の人々なども います。

　 こ のよう な人々は、 自認する性別で生活できないこ と や、 正し く 理解さ れないこ

と などにスト レスや苦痛を感じ ているだけでなく 、 偏見の目で見ら れたり 、 就職・ 昇

進等を妨げら れたり するなど不当な扱いや差別を受けるこ と があり ます。

　

●性別表現（ Gender  Ex p r ession）

　 性別表現と は、 外面に表れる性別についての自己表現を示す言葉です。 服装、 髪

形、 振る舞い、 し ぐ さ 、 言葉遣い等があり ます。 性別表現は、性自認と 一致するこ と

が多いですが、 一致し ないこ と も あり ます。
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　 ハラ スメ ン ト は「 嫌がら せ、 いじ め」 を 意味し ます。 ハラ スメ ント の種類は多

様にあり 、 相手を 不快にさ せる 、 尊厳を 傷つける 、 不利益を与えると いっ た発言

や行動が様々な場面で問題と なっ ています。 企業において、 ハラ スメ ン ト は個人

の問題ではなく 、 職場の労務管理上の問題です。

　 また、 令和元年（ 2019年） ６ 月に、 「 男女雇用機会均等法」 、 「 育児・ 介護休

業法」 、 「 労働施策総合推進法」 が改正さ れ、 「 セク シャ ル・ ハラ スメ ント 等の

防止対策強化」 のほか、 「 パワー・ ハラ スメ ント を防止する 雇用管理上の措置」

等が、 令和２ 年（ 2020年） ６ 月１ 日から 、 義務化さ れまし た。

●パワー・ ハラスメント（ パワハラ）

　 「 ①優越的な関係を背景と し た」 、「 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

により 」 、「 ③就業環境を 害するこ と（ 身体的若し く は精神的な苦痛を 与えるこ

と ） 」 をいいます。 部下から 上司へ、 または、 同僚間などでも パワハラ は成立し ます。

　 具体的には、 暴力・ 傷害などの身体的な攻撃、 侮辱・ 暴言などの精神的な攻撃、

仲間はずれ・ 無視、 業務上明ら かに不要なこ と の要求、 仕事を 与えない、 私的な

こ と に過度に立ち入るなど、 様々なこ と が挙げら れます。

　 パワハラ は、 当事者が退職を 余儀なく さ れたり 、 う つ病などの精神疾患の原因

と なっ たり する など の人権侵害につながる 大き な 問題で す。

また、 職場環境の悪化、 優秀な人材の流出、 生産性の低下など、

企業にと っ ての損失にも つながり ます。

●セクシュアル・ ハラスメント（ セクハラ）

　 職場において「 相手の意に反し た性的な言動を 行いその対

7 職場におけるハラスメ ント
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応により 不利益を 与える こ と 、 または、 性的な言動によ り 相手の就業環境を害す

る こ と 」 などをいいます。 たと えば、 性的な行為に応じ れば他の労働者よ り 有利

に扱う と ほのめかすこ と や、 不快な身体的接触等の苦痛により 業務に専念でき な

く するこ と などです。 こ れら は単なる個人的な嫌がら せではなく 、 性差別によ る

労働権の侵害です。

　 職場におけるセク シュ アル・ ハラ スメ ン ト を 防止する ため、 雇用主は、 厚生労

働大臣の指針により 次のよう な雇用管理上の措置を講じ なければなり ません。

　 ●セク シュ アル・ ハラ スメ ント に関する方針を明確化し 、 周知・ 啓発をする

　 ●相談・ 苦情への適切な対応

　 ●事後の迅速かつ適切な対応 

　 また、 職場におけるセク シュ アル・ ハラ スメ ン ト には同性に対する も のも 含ま

れ、 「 被害を 受けた者の性的指向又は性自認にかかわら ず」 対象と なる こ と が、

厚生労働省による指針※の改正にて明確化さ れています。

　 港区男女平等参画条例では、 「 何人も 、 家庭、 学校、 職場、 地域等において、

セク シュ アル・ ハラ スメ ン ト 、 配偶者等への暴力、 児童虐待（ 児童買春、 児童ポ

ルノ に係る 行為等を 含む。 ） その他の暴力的行為（ 精神的なも のを含む。 ） を し

てはなら ない」 と 規定し ています。

●その他のハラスメント

●マタニティ・ ハラスメント

　 妊娠・ 出産、 育児休業等を理由と し て解雇、 不利益な異動、 減給、 降格等不

利益な取り 扱いを行う こ と をいいます。

●モラル・ ハラスメント

　 陰口や無視などの言葉や態度、 文書などによ っ て相手を 精神的に傷つける 嫌

がら せのこ と をいいます。

●アルコ ール・ ハラスメント

　 お酒を無理やり 飲ませるなど、 飲酒に関連し た嫌がら せのこ と をいいます。

●カスタマーハラスメント

　 客や就業者に対し 、 業務に関し て行われる著し い迷惑行為であっ て、 就業環

境を害する嫌がら せのこ と です。

　 　 東京都は、 カ スタ マーハラ スメ ント を 防ぐ 条例（ 東京都カ スタ マー・ ハラ ス

メ ント 防止条例） を令和7年（ 2025年） 4月に施行し まし た。

　 その他にも 、 職場では様々なハラ スメ ン ト が起こ る 可能性

があり ます。 こ のよ う なこ と を なく すため、 組織と し ての取

組はも ち ろ ん、 一人ひと り が身近なハラ スメ ン ト に目を 向け

るこ と が必要です。

※男女雇用機会均等法に基づく「 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置についての指針」
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　 障害がある人には、 日常生活・ 社会生活を営む上で、 段差や車いす対応ト イレの

不足と いっ た「 物理的なバリ ア」 、 資格取得などの就業や生活に関わる「 制度・ 慣

行的なバリ ア」 、 視覚・ 聴覚障害等による情報入手・ 伝達に関わる「 情報面のバリ

ア」 、 障害への無理解から 生じ る偏見や差別と いっ た「 心のバリ ア」 など、 さ まざ

まなバリ アがあり ます。

　 日本では、平成23年（ 2011年） に障害者基本法が改正さ れて以後、平成24年（ 2012

年） に障害者虐待防止法が施行さ れ、障害者に対する虐待の防止と 早期発見や虐待を

受けた障害者の保護と自立を図る取組が始まるなど、障害者の権利擁護の取組が進ん

でいます。 平成28年（ 2016年） 4月1日には、障害を理由と する差別の解消の推進に

関する法律（ 障害者差別解消法） が施行さ れまし た。

　 事業者には、障害のある人の様々な社会的障壁を取り 除く ための「 合理的配慮」 の

提供が、義務づけられています。

　 障害の有無にかかわら ず、だれもが社会の一員と し てお互いに尊重し 、支え合って

暮ら すこ と（ 共生社会） を実現するために、職場においては、障害を理由に不安を抱

えている人と 受け入れる職場が相互理解を図り 、働き続けら れる環境を作っていく こ

と（ バリ アフリ ー化・ 合理的配慮の提供） が必要です。また、障害者雇用促進法では、

全ての事業主は、従業員の一定割合（ 「 法定雇用率」 ） 以上の障害者を雇用すること

が義務付けられています。

　 職場環境のバリ アフ リ ー化・ 合理的配慮の提供に当たっ て

は、 障害等の状態や職場の状況などに応じ て求めら れる も の

が一人ひと り 異なり 、 多様かつ、 個別性が高いため、 どんな工

夫や支援が必要なのか当事者と 事業主がよ く 話し 合っ て決め

るこ と が大切です。

8 障害があると いう こ と
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　 厚生労働省発表の「 令和６（ 2024年） 年簡易生命表の概況」 によ ると 、 日本で

の令和６ 年（ 2024年） の平均寿命は、 女性が87 .13歳、 男性が8 1 .09歳で男女と

も に世界ト ッ プク ラ スの長寿国と なっ ていま す。 平均寿命の伸びや少子化に伴

い、 労働市場では高齢化が進み、 若年労働者が少なく なっ ています。

　 こ のよ う な高齢社会の実情を 踏まえ、 令和３ 年（ 20 2 1 年） には「 高年齢者等

の雇用の安定等に関する 法律」 が改正さ れ、 6 5 歳までの雇用確保（ 義務） に加

え、 6 5歳から 70 歳までの就業機会を 確保する ため、 ①70歳までの定年引上げ②

定年制の廃止等の高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務が新設さ れまし た。

　 平均寿命が80歳を超え、 人生100年時代が到来し た今日、 意欲と 能力がある限

り 年齢に関わり なく 、 働き 続けるこ と ができ る社会の実現が求めら れています。

　 企業においては、 一人ひと り の個性・ 能力・ 経験等から 求職者を 判断し 、 年齢

によ り 差別するこ と のない雇用システムを 確立し ていく こ と が今後の課題ではな

いでし ょ う か。

9 長寿国と し ての日本
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　 職場の中には、 病気等を 理由と し た不安を抱えている 人がいます。 その背景に

は、 職場の人たち が病気を 十分に理解せず、 自分を偏見の目で見ている のではな

いかと いっ た思いがあり ます。

　 例えば、 Ｈ Ｉ Ｖ 感染者やエイ ズ患者の人たちは、 多く の場合、 会社に病気である

こ と を知ら れたく ない、 知ら れると 失業するのではないかなどの不安を感じ ていま

す。 エイ ズは、 Ｈ Ｉ Ｖ （ ヒ ト 免疫不全ウイ ルス） による感染症で、 まだ完治さ せる

方法は見つかっ ていませんが、 早期治療により 、 発症を抑えたり 、 発症し ても 症状

を改善し たり する方法があり ます。 患者や感染者と 一緒に働いたり 食事をし たり と

いっ た日常生活での接触で感染するこ と はあり ませんが、 誤っ た知識や無理解か

ら 患者や感染者が偏見の目で見ら れるこ と や差別を受けるこ と があり ます。 また、

新型コ ロナウイ ルス感染症への不安や恐れから 感染者や周辺の人たち 、 ワク チン

を接種できない人への偏見・ 差別が発生し ています。

　 病気の原因や症状は人それぞれ異なり ますが、 病気自体の苦し みだけにと どま

ら ず、 周囲の偏見や差別により 一層苦し みを与えるこ と は、 あっ てはなら ないこ と

です。 周囲の人が病気に対する 正し い知識を 持っ て対応し 、

誰も が働きやすい職場環境をつく っ ていく こ と が大切です。

10 病気等による差別
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　 近年、 人・ 物・ 情報などの国際的な往来は、 ますます盛んになり 、 私たちも 外国人

と 接する機会が飛躍的に増えてきまし た。

　 外国人の国内での就労の可否は、 その在留資格により 決まり ます。 し かし 、 就職

に際し ての制限がないにも かかわら ず、 外国人と いう だけの理由で働く 権利を奪わ

れる 事例が多く 発生し ています。 そのよう な不利益な扱いを 受けている 人の中に

は、 歴史的経緯により 日本で暮ら さ ざるを得なく なっ た人々と その子孫も います。

私たちは、国籍を問わず互いの人権を尊重し 、共に生きていかなければなり ません。

　 日本の労働諸法は、 国際的な労働力の移動や多様化する暮らし のなかで増え続け

ていく 外国人労働者に対し ても 適用さ れるも のです。 し かし 、 外国人労働者に対す

る低賃金や労働条件、 労働災害などに関し て、 その権利が侵害さ れる事例が発生し

ています。

　 21世紀は、 国と いう 枠を超え、 世界中の人がお互いにより 良い関係を保ち、 地球

市民と し て生きていく こ と が求めら れます。 外国の人々と の積極的なコ ミ ュ ニケー

ショ ンでお互いの理解を深め、 新たな発見をし 、 自分自身を成長さ せまし ょ う 。

11 国際社会の一員と し て
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　 部落差別（ 同和問題） と は、 被差別部落（ 同和地区） の出身であるこ と などを理

由に、 結婚、 就職、 日常生活の場において不合理な差別を受けると いう 、 我が国固

有の人権問題です。 現在も なお、 こ れら の差別に苦し んでいる人々がいます。

　 部落差別の起源は、 我が国の長い歴史の中にあり ます。 被差別民衆の多く は、

神秘的な技能を持つ職人や芸人、 そし て死に関わる 職業の人々でし た。 武具や太

鼓などの革製品、 竹細工、 歌舞伎や浄瑠璃と いっ た日本の伝統文化と いわれるも

のの多く を当時の被差別民衆が担っ てきまし た。 同時に、 自然界に対する畏怖の念

や縁起の悪いも のを避けよう と いっ た人々の「 穢れ意識」 の対象と も さ れまし た。

　 そのよう な自然界を おそれる 気持ち が特定の職業に対する 偏見・ 差別を生み、

荘園制によっ て田畑を 中心に村ができ る 過程で、 被差別部落が形成さ れたと 言わ

れています。

　 江戸時代の身分制度が部落差別の起源と 考えるこ と については現在否定的な見

方がさ れていますが、 江戸幕府は差別を利用し た政策や制度をつく っ ており 、 差別

の定着ある いは強化に影響し たこ と は否定でき ません。 なお、 部落差別（ 同和問

題） の起源や権力の関与の程度は、 現在も 研究者の間で論議が進めら れています。

けが

い　 ふ

12 部落差別（ 同和問題）と は
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　 明治4年（ 1871年） に新政府は「 太政官布告（ 賤称廃止令） 」 を出し 、 法制度の上

では江戸時代の身分制はなく なり まし たが、 新し く 皇族・ 華族・ 士族・ 平民と いう 身

分を設けまし た。 翌明治5年（ 1872年） の壬申戸籍にはこ の身分を記載し 、 平民同

様と なっ た人々の戸籍には「 新平民」 と 書かれ、 一見し て部落出身と わかるよう に

なっ ているも のがあり まし た。 さ ら に、 兵役・ 納税などの義務だけが何ら 条件整備

さ れない中で重く のし かかり 、 被差別部落の人々は差別の中の貧困と も いえる生活

状況におかれるこ と になり まし た。

　 大正7年（ 1918年） に起こ っ た米騒動によっ て、 部落差別（ 同和問題） は初めて

重大な社会問題と し て認識さ れ、 差別撤廃と と も に行政施策を 行う 「 融和主義運

動」 に移るこ と になり ます。

　 大正11年（ 1922年） に京都市で「 全国水平社創立大会」 が開かれ、 日本における

最初の人権宣言と いわれている水平社宣言を採択し 、 自ら の力と 団結で差別をはね

のけ差別的言動を一切許さ ないこ と を明ら かにし まし た。 長い間理不尽な差別に苦

し んでいた人々が立ち上がり 、 水平社運動は全国に広がっていきまし た。

部

落

解

放

人

権

擁

護

水平社宣言 P.26を参照

せんし ょ う

13 部落解放運動のあゆみ
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●匿名性を悪用した差別

　 近年、インタ ーネット の普及や情報化の進展により 、新たな差別の問題が起こって

います。 例えば、インタ ーネット 上に、被差別部落（ 同和地区） であるとし て多数の特

定地域の地名や情報が掲載さ れたり 、重大犯罪が起きたと きにその犯人が同和地区出

身者であると いう 根拠のない噂が書き込まれたり するなどの事件が発生し ています。

こ れらは、極めて悪質な人権侵害です。 インタ ーネット には、事実と 全く 異なる事柄

でも 、一度発信さ れると 瞬時に全世界の人が閲覧可能になると いう 特性があり ます。

私たちは、情報が匿名で瞬時に発信できるインタ ーネット の危険性をし っかり と 理解

し 、個人の名誉やプライバシー等に関する正し い知識を深めておく 必要があり ます。

●土地差別調査

　 不動産会社等を 通じ 、 その土地が被差別部落（ 同和地区） であっ たかどう かの

調査をする 土地差別調査事件が繰り 返し 起き ています。 中には、 行政機関へ問い

合わせてく るケースも あり ます。 被差別部落（ 同和地区） に関する問合せ・ 調査

は差別行為であり 、 決し て許さ れるも のではあり ません。 こ う し た調査を依頼し

ないこ と はも ちろ ん、 調査に協力し ないこ と が大切です。

●「 寝た子を起こすな」という 考え方

　 部落差別（ 同和問題） については、「 そっと し ておけば社会の進化に伴い差別はな

く なる」 と いう 、いわゆる「 寝た子を起こ すな」 と いう 考え方が

あり ます。し かし 、部落差別（ 同和問題） に関し て無理解や無関

心でいると 、偏見や差別に気付く こと ができないばかり か、差別

を助長し てし まう こと にもなり かねません。差別の循環を断ち切

るには、寝た子を起こし 、正し い知識を持つこと が必要です。

●匿名性を悪用した差別

●土地差別調査

●「 寝た子を起こすな」という 考え方 など

14 部落差別の現状
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　 JR品川駅近く に食肉市場があり 、 食肉処理業務を行っ ていますが、 こ の業務に対

する偏見や差別があるのをご存じ でし ょ う か。

　 食肉処理業務は食肉や皮革製品などの生産にと っ て必要不可欠であるにも かかわ

ら ず、 と 畜解体の仕事が部落差別（ 同和問題） と 深く 関わっ てきた歴史や、 食肉や

と 場に対する「 穢れ意識」 などの誤っ た観念から 食肉市場で働く 人に対する強い偏

見・ 差別が残さ れています。

　 食肉市場で働く 人を侮辱し た悪質な差別内容の手紙が立て続けに郵送さ れるこ と

があっ たり 、 過去に働いていた、 あるいは親や親戚が働いていると いう 理由だけで

部落の出身と し て就職を拒否さ れたり 、 結婚に反対さ れたり し ています。 また、 イ

ンタ ーネッ ト 上で中傷を受けると いう 人権侵害も 起きており 、 と 場で働く 人たちの

心を深く 傷つけています。 こ う し たいわれのない偏見や差別により 人の誇り を著し

く 損なう 行為は決し て許さ れるも のではあり ません。

　 そのためにも 食肉処理業務が果たす重要な役割を正し く 理解するこ と が大切であ

り 、 偏見や差別を解消するために粘り 強く 努力するこ と が私たち一人ひと り に求め

ら れるのです。

食肉市場を正し く 理解するためのPR施設『 お肉の情報館』 が設置さ れています。

●場　 　 所： 食肉市場センタ ービル6階（ 東京都港区港南2-7-19／JR品川駅港南口徒歩5分）

●開館時間： 午前10時～午後6時　 　 ●休館日： 土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 年末年始

●見学は無料です。 食肉市場・ 芝浦と 場や人権問題に関し て、 直接職員の説明を 聞き たい

場合には、 事前にご相談く ださ い。

東京都中央卸売市場食肉市場　 申込先電話 03（ 5479）0651（ 代）　 FAX 03（ 3474）8567

けがじ ょ う

15 部落差別（ 同和問題）と し ての食肉・ と 場問題
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　 昭和50年（ 1975年） に「 部落地名総鑑」 と いう 全国の同和地区の所在地を載せ

た本が大企業等の人事担当者に極秘で売り 込まれ、 採用選考時に使用するため相当

数の企業などが購入し ていたこ と が明ら かになり まし た。 こ のこ と は同和地区出身

者の就職の機会均等と 職業選択の自由の権利を奪う 悪質な差別事件であり 、 社会に

大きな衝撃を与えまし た。 それまで無関心であっ た企業も 、 こ の事件をきっ かけに

部落差別（ 同和問題） の解決に取り 組むよう になり まし た。

　 し かし 、 平成10年（ 1998年） 6月、 大阪に本社がある調査会社が1,400も の企業

から 依頼を受け、 就職希望者の家族、 家柄、 出身、 学歴、 性格、 宗教、 職業、 思想等

を調査し ていたこ と が発覚し まし た。 こ の会社では、 就職希望者を4段階評価し てい

まし たが、 被差別部落出身と わかっ た時点で評価外と なり 、 調査がスト ッ プさ れて

いまし た。 さ ら に、 家族の職業、 労働組合活動歴、 性格等も 調査し 、 父親が労働組

合の幹部で専従の場合、 最低評価がつけら れるなど、 不合理な差別行為が行われて

いまし た。 調査を依頼し ていた会社には、「 採用時の身元調査は当たり 前」 と いう

意識があり まし た。

　 個人に求めら れる職務への適性や能力と 全く 関わり のない思想信条、 さ ら に本人

の責任によら ない出身や家族の状況を理由と し て採用し ないこ

と は、 基本的人権を踏みにじ る行為であり 、 企業のコ ンプラ イ

アンスのみなら ず、 社会的責任において、 決し て許さ れる行為

ではあり ません。

身元調査会社
部落

地名総鑑

16 企業と 部落差別（ 同和問題）
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　 仕事は生活の安定を確保すると と も に労働を通じ て社会参加を図るなど、 人間が

生き ていく 上での基本と なるも のです。 そのため、 日本国憲法は「 職業選択の自

由」 を規定し 、 だれにも 適性と 能力に応じ て就職の機会均等を保障し ています。

　 し かし 、「 部落地名総鑑」 事件の発生で、 企業において部落差別（ 同和問題） を

はじ めと し た人権尊重の意識が不十分であるこ と が判明し たこ と から 、 昭和5 2年

（ 1977年）「 企業内同和問題研修推進員」 が制度化さ れ、事業主に対する啓発･指導

の強化が図ら れまし た。 平成9年（ 1997年） には「 公正採用選考人権啓発推進員※」

と 名称を変更し 、 公正な採用を一層進めていく こ と と し まし た。

　 最近では、 就職希望者がホームページ上から 登録する「 エント リ ーシート 」 が増

加し ており 、 そこ に本籍地や家族状況などを記入さ せる会社があり ます。

　 応募者本人の責任によら ないこ と（ 本籍･出生地、 家族、 生活環境など） 、 応募者

本人の自由であるこ と（ 思想･信条など） を採用基準と するこ と は、 企業の社会的責

任から 決し て許さ れる行為ではあり ません。 公正採用選考人権啓発推進員を中心に

就職の機会均等を阻害し ていないかどう か点検し 、 差別のない公正な採用選考シス

テムを確立するこ と が必要です。

※公正採用選考人権啓発推進員

①公正な採用選考システムの確立を図ること 、②職業安定行政機関と の連携

に関すること 、③その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に

関することを担当し、従業員50人以上の事業所、従業員50人未満であって就職

差別事件又はこれに類する事象を惹起した事業所、職業紹介事業又は労働者

派遣事業を行う 事業所に設置を求めています。

じゃっ     き

17 公正な採用・ 選考のために
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　 えせ同和行為と は、たと えば「 部落差別（ 同和問題） の社員研修ができていない」

などと 言いがかり をつけて不当に高い書物を売り つけたり 、「 契約し ないのは差別

心があるから だ」 などと 言っ て契約を迫るなど、 部落差別（ 同和問題） への理解不

足を悪用し てなんらかの権利を得るため、「 ゆすり 」 「 たかり 」 等をする行為です。

　 こ のよう な行為を許し ている背景は、 無知・ 無関心で部落差別（ 同和問題） を正

し く 理解し ていないこ と 、「 こ わい」 「 関わり たく ない」 と いう 誤っ た意識によるも

のと 考えら れます。 そし て、 差別解消の運動そのも のを否定するこ と につながる可

能性があり 、 部落差別（ 同和問題） の解決を大きく 遅ら せるこ と にも なり ます。

 「 令和6年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート 調査（ （ 公財） 人

権教育啓発推進センタ ー・ 法務省委託事業） 」 によると 、 回答のあった2,914事業所

（ 全国） のう ち、 同和を名乗る団体等から 違法・ 不当な要求を受けた事業所は4事業

所（ 被害率0.1％） と なっています。

　 私たち一人ひと り が、「 何が差別にあたるのか」 や「 自分は差別をどう 考えるの

か」 などを常に問いただすこ と で人権意識を身につけ、 えせ同和行為に毅然と 立ち

向かえる自信と 勇気を持つ必要があり ます。

え
せ
同
和

えせ同和行為に対する詳しい対応は、港区ホームページ

（ h ttp s ://w w w .city.min a to .to k yo .jp /jin k en /k u se/k ocho/fa q /sod a n /

036 .h tml）をご覧く ださい。

18 えせ同和行為と は
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　 近年、 企業の社会的責任（ CSR） ※と いう 考え方が定着し つつあり ます。 こ れは、

企業が事業活動において経済的利益を追求するだけではなく 、 環境や人権、 雇用な

どに配慮し 、 社会の一員と し て責任ある行動をと ると と も に、 説明責任を果たし て

いく こ と を求めると いう 考え方です。 企業は従業員に対し ても 、 社会に対し ても 人

権を守っていく こ と が重視さ れています。

　 さ ら に、 企業活動のグローバル化が進む中、 企業活動における人権の尊重が注目

さ れてく るよう になり まし た。 平成23（ 2011） 年には、 国連で「 ビジネスと 人権に

関する指導原則」 が作ら れ、 企業活動における人権尊重の指針と し て用いら れてい

ます。 また、「 持続可能な開発目標（ SDGs） 」 の達成と 人権の保護・ 促進は表裏一

体の関係にあると さ れており 、 企業がSDGsに取り 組む上でも 、 人権の尊重は重要

になってきます。

　 「 21世紀は人権の世紀」 と いわれています。 人権が尊重さ れる社会や職場は、 た

だ待っ ているだけで実現さ れるこ と はあり ません。 まず、 自ら が学び、 その人の立

場に立っ てこ そ、 差別に鋭敏になれるのです。 差別解消のために日常的に取り 組む

こ と こ そが、 社会に貢献する企業やそこ で働く 人の本来の姿であり 、 伸びやかで明

るい社会や企業をつく るこ と につながり ます。

※CSR： corpora te socia l responsib ility
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国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に

保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及

び将来の国民に与へられる。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又

は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授

与は、現にこ れを有し 、又は将来こ れを受ける者の一代に限り 、その効

力を有する。

何人も、公共の福祉に反し ない限り 、居住、移転及び職業選択の自由を

有する。

何人も、外国に移住し 、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し 、夫婦が同等の権利を有する

ことを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族

に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的

平等に立脚して、制定されなければならない。

すべて国民は、法律の定めるところにより 、その能力に応じ て、ひとしく

教育を受ける権利を有する。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教

育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自

由獲得の努力の成果であつて、こ れら の権利は、過去幾多の試錬に堪

へ、現在及び将来の国民に対し 、侵すことのできない永久の権利として

信託されたものである。

第11条

第14条

　 　 ②

　 　 ③

第22条

　 　 ②

第24条

　 　 ②

第26条

　 　 ②

第97条

日本国憲法（ 抜粋）

（ 昭和2 1 年1 1月3日公布、昭和2 2 年5月3日施行）

参考資料
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参考資料

（ 目的） 　  

第1条　 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり 、社会的身分、門

地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権

の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推

進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措

置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。  

（ 定義） 　  

第2条　 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的と する教

育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに

対する国民の理解を深めることを目的と する広報その他の啓発活動（ 人権教育を

除く 。） をいう 。  

（ 基本理念）  

第3条　 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、

職域その他の様 な々場を通じて、国民が、その発達段階に応じ 、人権尊重の理念に

対する理解を深め、これを体得すること ができるよう 、多様な機会の提供、効果的

な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行わ

れなければならない。  

（ 国の責務）  

第4条　 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（ 以下「 基本理念」と

いう 。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し 、及び実施する責

務を有する。  

（ 地方公共団体の責務）  

第5条　 地方公共団体は、基本理念にのっとり 、国との連携を図り つつ、その地域

の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し 、及び実施する責

務を有する。  

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（ 抜粋）

（ 平成1 2 年1 2月6日公布、施行）
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参考資料

（ 国民の責務）  

第6条　 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会

の実現に寄与するよう 努めなければならない。  

（ 基本計画の策定）  

第7条　 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定し なければならな

い。  

（ 年次報告）  

第8条　 政府は、毎年、国会に、政府が講じ た人権教育及び人権啓発に関する施策

についての報告を提出し なければならない。  

（ 財政上の措置）  

第9条　 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対

し 、当該施策に係る事業の委託その他の方法により 、財政上の措置を講ずること

ができる。  

附　 則 

（ 見直し）

第2条　 この法律は、この法律の施行の日から 3年以内に、人権擁護施策推進法

（ 平成8年法律第120号） 第3条第2項に基づく 人権が侵害された場合における被

害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審

議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。  
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世界人権宣言（ 抜粋）

1 9 4 8 年1 2月1 0日採択（ 第3 回国際連合総会）

参考資料

第１ 条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と 権利とについて平等で

ある。人間は、理性と 良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動し な

ければならない。

第２ 条

１ 　 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的

若しく は社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由

による差別をも受けることなく 、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享

有することができる。

２ 　 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、

非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、そ

の国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づく いかなる差別もし

てはならない。

第６ 条　

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を

有する。

第７ 条　

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなし に法の平等な

保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対

しても、また、そのよう な差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を

受ける権利を有する。

第２３ 条

１ 　 すべて人は、勤労し 、職業を自由に選択し 、公正かつ有利な勤労条件を確保

し 、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

２ 　 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく 、同等の勤労に対し 、同等の報

酬を受ける権利を有する。

　   （ 第３ 項、第４ 項は省略）
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　 全國に散在する吾が特殊部落民よ團結せよ。

　 長い間虐められて來た兄弟よ、過去半世紀間に種 な々る方法と、多く の人々によ

つてなされた吾等の爲めの運動が、何等の有難い効果を齎らさ なかつた事實は、

夫等のすべてが吾々によつて、又他の人々によつて毎に人間を冒瀆されてゐた罰で

あつたのだ。そしてこ れ等の人間を勦るかの如き運動は、かえつて多く の兄弟を堕

落さ せた事を想へば、此際吾等の中より人間を尊敬する事によつて自ら解放せんと

する者の集團運動を起せるは、寧ろ必然である。

　 兄弟よ、吾々の祖先は自由、平等の渇仰者であり、實行者であつた。陋劣なる階

級政策の犠牲者であり 男らしき産業的殉教者であつたのだ。ケモノの皮剥ぐ 報酬と

して、生 し々き人間の皮を剥ぎ取られ、ケモノ の心臓を裂く 代價として、暖い人間の

心臓を引裂かれ、そこへ下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の惡夢

のうちにも、なほ誇り 得る人間の血は、涸れずにあつた。そうだ、そして吾々は、この

血を享けて人間が神にかわらうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその烙印を投げ

返す時が來たのだ。殉教者が、その荊冠を祝福される時が來たのだ。

　 吾々がエタである事を誇り 得る時が來たのだ。

　 吾々は、かならず卑屈なる言葉と 怯懦なる行爲によつて、祖先を辱し め、人間を

冒瀆してはなら ぬ。そうして人の世の冷たさが、何んなに冷たいか、人間を勦る事

が何んであるかをよく 知つてゐる吾々は、心から人生の熱と 光を願求禮讃するもの

である。

　 水平社は、かく して生れた。

　 人の世に熱あれ、人間に光あれ。

　 　 　 大正十一年三月三日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 全國水平社創立大會

（ ふり がなは現代かなづかいによる）

参考資料

水 平 社 宣 言

ぜんこく

なが

われ ら

それ ら われわれ

ら

らく こと

もの

きょう だい

きゅう せいさく

なまなま

し んぞう ひき さ

ほこ

ち

かえ

われわれ

われわれ

ぼうとく

な

すいへいし ゃ

ひと よ ねつ にんげん ひかり

うま

し われわれ こころ じ んせい ねつ ひかり がん ぐ  らいさん

ひと よ どつめ つめ にんげん いたわ こと

ひ く つ きょうだ こう  い そ せん はずか にんげんこと  ば

こと ほこ とき きう

とき き じ ゅんきょうしゃ けいかん し ゅく ふく とき き

う にんげん じ  だい ぎ せい しゃ らく いん なかみ

にんげん ち か われわれう

く だ ちょうしょう つば は のろ よ あく  む

にんげん かわ は と し んぞう さ だい か あたたか にんげん

ぎ せい し ゃ おとこ さんぎょう てきじ ゅんきょうし ゃ かわ は ほうし ゅう

われわれ そ せん じ  ゆう びょうどう かつごう  し ゃ じ っこう  し ゃ ろう れつ かい

し ゅうだんう んどう おこ むし ひつぜん

おも このさ い われ ら うち にんげん そんけい こと みずか かいほう

にんげん いたわ ごと うんどう おお きょう だい だ

また た ひとびと つね にんげん ぼうとく ばち

た うんどう なん  ら あり がた こう   か もた じ   じ つ

あいだいじ き きょう だい か　 こ はんせい き  かん し ゅじ ゅ ほう ほう おお ひとびと

さんざい わ とく  し ゅ ぶ らく  みん だんけつ
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参考資料

港区「 人権に関する区民意識調査」結果から

（ 令和7（ 2 0 2 5 ）年1 0月実施）

問　 あなたは、 現在の社会で、 人権侵害がどの程度存在すると 思いますか。

多く 存在する ある程度存在する 存在しない わからない 無回答

（ ア） 性の違いによる差別

0 .0n＝5 3 6（ ％） 1 0 .0

3 3 .03 3 .0

3 5 .33 5 .3 5 6 .35 6 .3 1 .51 .5 4 .54 .5 2 .42 .4

1 4 .91 4 .9 6 4 .96 4 .9 7 .17 .1 9 .99 .9 3 .23 .2

5 5 .85 5 .8 3 .53 .5 6 .36 .3 2 .82 .83 1 .53 1 .5

9 .19 .1 4 3 .74 3 .7 8 .68 .6 3 5 .83 5 .8 2 .82 .8

6 .06 .0 3 2 .33 2 .3 1 1 .21 1 .2 4 7 .04 7 .0 3 .53 .5

1 9 .41 9 .4 6 4 .26 4 .2 5 .25 .2 8 .28 .2 3 .03 .0

1 4 .41 4 .4 6 1 .46 1 .4 5 .85 .8 1 5 .71 5 .7 2 .82 .8

2 9 .72 9 .7 4 5 .34 5 .3 1 .91 .9 2 0 .12 0 .1 3 .03 .0

2 1 .82 1 .8 4 9 .44 9 .4 3 .03 .0 2 2 .22 2 .2 3 .53 .5

6 1 .46 1 .4 2 8 .72 8 .7 4 .94 .91 .51 .5 3 .53 .5

3 4 .53 4 .5 4 7 .04 7 .0 2 .62 .6 1 2 .31 2 .3 3 .53 .5

2 0 .52 0 .5 5 6 .75 6 .7 4 .34 .3 1 5 .31 5 .3 3 .23 .2

2 2 .62 2 .6 4 5 .74 5 .7 3 .03 .0 2 5 .92 5 .9 2 .82 .8

6 .76 .7 3 7 .93 7 .9 1 6 .41 6 .4 3 5 .63 5 .6 3 .43 .4

3 1 .23 1 .2 4 9 .64 9 .6 3 .53 .5 1 1 .81 1 .8 3 .93 .9

2 1 .32 1 .3 5 9 .05 9 .0 6 .76 .7 9 .59 .5 3 .53 .5

1 4 .71 4 .7 5 6 .35 6 .3 7 .87 .8 1 7 .51 7 .5 3 .53 .5

1 9 .81 9 .8 5 6 .55 6 .5 6 .96 .9 1 3 .11 3 .1 3 .73 .7

5 7 .15 7 .1 3 .03 .0 4 .54 .5 2 .42 .4

2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 1 0 0 .0

（ イ） 子どもへのいじ めや虐待

（ ウ） 高齢者への差別

（ エ） 障害者への差別

（ オ） 部落差別

（ カ）アイヌの人々への差別

（ キ） 外国人への差別

（ ク） 様々な感染症の感染者や
　 　 患者への差別

（ ケ） 刑を終えて出所した人への差別

（ コ ） 犯罪被害者やその家族への差別

（ サ） インタ ーネット による
　 　 プライバシーの侵害や誹謗中傷

（ シ） 路上生活者（ ホームレス）
　 　 への差別

（ ス） 性的マイノリティ の人への差別

（ セ） 性的搾取や強制労働などを目的
　 　 とした人身取引による人権侵害

（ ソ） 災害（ 東日本大震災等）に伴う 差別

（ タ ） 様々なハラスメント による人権侵害

（ チ） 学歴による差別

（ ツ） 思想・ 信条による差別

（ テ） 職業による差別
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港区平和都市宣言

　 か け が え の な い 美 し い 地 球 を 守 り 、 世 界 の 恒 久 平 和

を 願 う 人 び と の 心 は 一 つ で あ り 、 い つ ま で も 変 わ る こ

と はあ り ま せん 。

　 私た ち も 真の 平和 を 望 みな がら 、 文化 や伝 統を 守り 、

生 き が い に 満ち た ま ち づ く り に 努 め て い ま す 。

　 こ の ふ れ あ い の あ る 郷 土、 美 し い 大 地 を こ れ か ら 生

ま れ育 つ こ ど も た ち に 伝 え る こ と は私 た ち の務 め で す 。

　 私 た ち は、 我 が 国 が『 非 核 三 原 則 』 を 堅 持 す る こ と

を 求 め る と と も に 、 こ こ に 広 く 核 兵 器 の 廃 絶 を 訴 え 、

心 か ら 平 和 の 願 い を こ め て 港 区 が 平 和 都 市 で あ る こ と

を 宣言 し ま す 。

　 昭和 60 年 8 月 15 日

港 　 　 区

港区平和都市宣言

　 か け が え の な い 美 し い 地 球 を 守 り 、 世 界 の 恒 久 平 和

を 願 う 人 び と の 心 は 一 つ で あ り 、 い つ ま で も 変 わ る こ

と は あ り ま せ ん 。

　 私 た ち も 真 の 平 和 を 望 み な が ら 、 文 化 や 伝 統 を 守 り 、

生 き が い に 満 ち た ま ち づ く り に 努 め て い ま す 。

　 こ の ふ れ あ い の あ る 郷 土、 美 し い 大 地 を こ れ か ら 生

ま れ 育 つ こ ど も た ち に 伝 え る こ と は 私 た ち の 務 め で す 。

　 私 た ち は 、 我 が 国 が 『 非 核 三 原 則 』 を 堅 持 す る こ と

を 求 め る と と も に 、 こ こ に 広 く 核 兵 器 の 廃 絶 を 訴 え 、

心 か ら 平 和 の 願 い を こ め て 港 区 が 平 和 都 市 で あ る こ と

を 宣 言 し ま す 。

　 昭 和 6 0 年 8 月 15 日

港 　 　 区
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ミ ズキ科

北米原産　 外来種

落葉広葉樹

ハナミ ズキ

ユキノシタ 科

日本（ 関東南部）原産

落葉広葉樹（ 1 .5～2 .0ｍ）

アジサイ
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日本、中国、欧州原産
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　 シティプロモーショ ン戦略に掲げる6つの都市イメージを表すイメージカラーを

使い、縦縞に染め上げた「 のれん」をモチーフにしています。また、風にゆれる3つに

割れた「 のれん」は港区の頭文字の Mの形にもなっています。

　 日本の伝統でもある「 のれん」は、多くの人を招き入れる、受け入れるものでもあり、

「 のれん分け」といった言葉にもあるように、ブランドを表すものでもあります。

　 このマークは、これまで築き上げてきた“港区(M INATO CITY)”の魅力やブランド が

表現さ れているだけでなく 、区の都市イメ ージを実現すべく 果敢に挑戦してく

“意気込み”と 、多く の人 を々受け入れる“想い”が込められています。

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。

この印刷物は、古紙を活用し た再生紙を使用し ています。

お気づき の点などございまし たら 、下記までご 連絡く ださ い。




